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はじめに 
Acidovorax citrulliは、スイカ、トウガン、メロンなどウリ科植物に感染し、種子伝染することが

知られている。感染種子が第一次伝染源となり、幼苗で発病し、かん水や接ぎ木により育苗期の二

次感染が起こり、り病苗の定植により栽培ほ場でまん延する。果実に感染した場合、腐敗果となり

壊滅的な被害を生じるなど植物防疫上重要な細菌病の一種である（CABI, 2025; 農研機構, 2009a）。 
日本においては、本細菌は植物防疫法施行規則（農林省, 1950a）別表１に規定されている検疫有

害植物であり、同施行規則別表２の２に規定されている国又は地域からの該当する宿主植物であっ

て栽培の用に供するもの（果実を除き、種子を含む。）については、輸出国において本細菌を発見す

るために適切と認められる方法による検査又は本細菌の核酸の塩基配列を検出するために適切と認

められる方法による検査が必要とされている。 
今般、本細菌の発生国及び宿主植物に係る新たな情報が得られたことから、改めて本細菌に対す

る現行の検疫措置の有効性を検討するため、病害虫リスクアナリシスを実施した。 
 
Ⅰ リスクアナリシス対象の病害虫の生物学的情報（有害植物） 

１．学名及び分類 
（１）学名（Euzeby, 2009; LPSN, 2025） 

Acidovorax citrulli (Schaad et al. 1978) Schaad et al. 2009 
本細菌は、これまで『Acidovorax avenae subsp. citrulli (Schaad et al. 1978) Willems et al. 

1992』として扱われてきた。本細菌を含む広義のAcidovorax avenae 及びAcidovorax 属の

全ての他種について病原性、生理・生化学的性状の調査及び分子系統解析が行われた結果、

本細菌はその特徴から Acidovorax avenae 内の他亜種及び Acidovorax 属内の他種と明確に

区別されることが明らかとなり、『Acidovorax citrulli』として種に格上げされることが提案さ

れた（Schaad et al., 2008）。その後、『Acidovorax citrulli』は国際原核生物命名規約（ICNP
（旧：国際細菌命名規約（ICNB））に基づき、LPSN（List of Prokaryotic names with Standing 
in Nomenclature）において正式に有効な学名として登録された。 

 
（２）英名、和名等（CABI, 2025; 日本植物病理学会, 2025） 

英名：bacterial fruit blotch, seedling blight 
和名：スイカ果実汚斑細菌病菌 

 
（３）分類（CABI, 2025） 

種類：細菌 
科：Comamonadaceae 
属：Acidovorax 

 
（４）シノニム（CABI, 2025; LPSN, 2025） 

Acidovorax avenae subsp. citrulli (Schaad et al. 1978) Willems et al. 1992 
Paracidovorax citrulli (Schaad et al. 1978) Du et al. 2023 
Pseudomonas avenae subsp. citrulli (Schaad et al. 1978) Hu et al. 1991 
Pseudomonas pseudoalcaligenes subsp. citrulli Schaad et al. 1978 
 

２．地理的分布 
（１）国又は地域（詳細は別紙１参照。下線部は令和８（2026）年２月24日改訂時に追加。） 

アジア※１：インド、インドネシア、タイ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、マレーシア※２ 
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中東：イスラエル、トルコ 
欧州：イタリア、北マケドニア共和国、ギリシャ、セルビア、ハンガリー 
アフリカ：ナイジェリア、南アフリカ共和国 
北米：アメリカ合衆国、カナダ 
中南米：コスタリカ、トリニダード・トバゴ、ブラジル 
大洋州：オーストラリア、北マリアナ諸島、グアム 

 
※１ 日本においては、1998～2012年にかけ計12道県において、本細菌の一時的発生が確認

された。いずれの事例も汚染種子及び感染植物（感染の可能性のあるものを含む）の処分

やほ場の消毒等の防除措置を実施し、終息したことが確認されており、定着には至ってい

ない（愛知県, 2012; 農林水産省, 2022）。 
※２ 2024 年５月、日本に輸入されたマレーシア産セイヨウカボチャ種子から LAMP 法によ

る検定、栽培検定等により本細菌が検出され、分離株は接種試験、細菌学的性質等により

本細菌と同定された。 
 
（２）生物地理区 

本細菌は、東洋区、オーストラリア区、エチオピア区、新熱帯区、新北区、旧北区及びオセ

アニア区の計７区に分布する。 
 

３．宿主植物及びその日本国内での分布 
（１）宿主植物（詳細は別紙２参照。下線部は令和８年（2026）２月24日改訂時に追加。） 

ウリ科：キュウリ（Cucumis sativus）、スイカ（Citrullus lanatus）、セイヨウカボチャ（Cucurbita 
maxima）、セイヨウカボチャ及び二ホンカボチャの交雑種※１（Cucurbita maxima × C. 
moschata）、トウガン（Benincasa hispida）、ニガウリ※２（Momordica charantia）、ニホ

ンカボチャ（Cucurbita moschata）、ペポカボチャ（Cucurbita pepo）、メロン（Cucumis 
melo）、ユウガオ（Lagenaria leucantha）及びCitrullus amarus 

 
※１ 2022 年２月、日本に輸入された中華人民共和国産 Cucurbita maxima × C. 

moschata（宿主植物であるセイヨウカボチャ及び二ホンカボチャの交雑種）の種子

からLAMP法による検定、栽培検定等により本細菌が検出された。 
※２ 2022 年４月、日本に輸入された中華人民共和国産ニガウリ種子から LAMP 法に

よる検定、栽培検定等により本細菌が初めて検出され、分離株は接種試験、細菌学

的性質等により本細菌と同定された。なお、台湾において接種試験によりニガウリ

のり病性が確認されており、かつ、同国のニガウリ栽培ほ場において本細菌の発生

が確認されている（Cheng et al., 2000; Cheng and Huang, 2015）。 
 
（２）日本国内における宿主植物の分布及び栽培状況 

本細菌の宿主植物であるスイカ、カボチャ及びキュウリは47都道府県で栽培されている。 
 
４．感染部位及びその症状 

本細菌の感染部位は、果実、種子、葉及び茎である（CABI, 2025; 農研機構, 2009a）。 

スイカでは、子葉の葉縁から暗緑色、水浸状の病斑が形成され、後に褐色病斑となって拡大す

る。やがて子葉全体に拡大し、枯死・落葉する。本葉では、葉縁から感染・発病し、Ｖ字に病斑

が進展し、褐色～黒褐色の病斑を生じる。茎では水浸状病斑が形成され、やがて褐色の不整形病
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斑となり、細菌が導管を通じて葉の葉脈に侵入すると葉脈に沿って病斑が拡大する。果実では、

水浸状の斑点が生じた後に拡大し、暗緑色の病斑や亀裂などが生じる（CABI, 2025; 農研機構, 
2009a）。 

本細菌に感染した種子が発芽し、子葉展開後生長するにつれて、ある程度症状を現す（メロン

の本細菌汚染種子を使った試験では発病率は７日後に7.3％前後、14日後に10.3％前後であった

という報告がある（窪田ら,2009)）。また、本細菌は、無症状で感染している場合がある（CABI, 
2025）。 

 
５．移動分散方法 

（１）自然分散 
本細菌は、種子伝染、水媒伝染、接触（機械的）伝染が知られている。土壌からは検出され

ない（CABI, 2025; 農研機構, 2009a）。 
 
（２）人為分散 

本細菌は、接ぎ木や定植後の摘心など、栽培作業での伝染が知られている（CABI, 2025; 農
研機構, 2009a）。 

 

６．生態 
（１）中間宿主及びその必要性 

情報なし。 
 
（２）伝染環 

本細菌は、汚染種子を感染源として、育苗中のかん水、風雨等により二次伝染する（CABI, 
2025; 農研機構, 2009a）。 

 
（３）植物残さ中での生存 

日本で行われた調査では、植物残さ中で４か月間生存するとの報告はあるが、植物残さが翌

年の第一次伝染源となる可能性は低いとされた（農研機構, 2009a）。 
 
（４）耐久生存態 

本細菌は、耐久生存体を形成するとの情報はないが、乾燥し貯蔵された種子上で数年間生存

することが知られている（CABI, 2025）。また、スイカ及びメロン種子では、５℃以下で保存し

た場合に本細菌が 34～40 年間生存したとの報告（Block and Shepherd, 2008）及び Citrullus 
amarus（Citrullus lanatus var. citroides）に本細菌を人工接種して作成した感染種子では、４℃、

湿度50％下で少なくとも７年間生存したとの報告がある（Dutta et al., 2014）。 
 

７．媒介性又は被媒介性 
情報なし。 

 

８．被害の程度 

本細菌が感染した場合、スイカ果実では表面に暗緑色の汚斑を生じ、メロン果実では表面に水

浸状の斑点を生じ商品価値を失う（CABI, 2025）。 
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９．防除 
本細菌の防除方法として、は種時の食酢の土壌かん注処理や殺菌剤・銅水和剤の散布による発

病抑制が報告されている（CABI, 2025; 農研機構, 2009a）。また、種子に対しては、薬剤浸漬処

理、乾熱処理又は薬剤液への浸漬処理と乾熱処理の組合せのいずれかが利用されている。 
（１）薬剤浸漬処理のみ（農研機構, 2009b） 

種子に対しては、銅水和剤（食酢・銅水和剤）※による薬剤浸漬処理、また、日本では農薬と

して登録されていないため認められていないが、スイカ種子の方法として過酢酸処理（30分間

の1,600μg/mlの過酢酸液）への浸漬が高い効果を示している報告がある。また、上記過酢酸処

理は、スイカ以外のメロン、カボチャ、ユウガオ及びトウガンでも高い種子消毒効果を認めて

いる報告があり、タイにおいて実用されている。 
※ 銅水和剤・酢酸混液処理（酢酸濃度約0.01Mの食酢希釈液で作製した野菜類種子消毒用ド

イツボルドーAの500～1,000倍希釈液）。 
 
（２）乾熱処理のみ（農研機構, 2009b） 

ウリ科野菜種子の乾熱処理は、緑斑モザイクウイルスの防除を目的に75℃で３日間の条件で

一般的に実施されているが、本細菌に対しては、以下に示すように緑斑モザイクウイルスの処

理条件に比べ厳しい条件が必要となる。なお、ユウガオ及びセイヨウカボチャにおいては、試

験において完全に消毒ができ、かつ、発芽障害がない条件が得られていない。 
・ メロン：95℃（１～２日間）、90℃（１～３日間）、85℃（３～７日間）、80℃（７日間） 
・ キュウリ：95℃（１日間）、90℃（３～５日間）、85℃（３～５日間）、80℃（７日間） 
・ 二ホンカボチャ：95℃（１日間）、85℃（３～５日間） 
・ トウガン：85℃（７日間） 

 
（３）薬剤液への浸漬処理と乾熱処理の組合せ（農研機構, 2009b） 

小型種子（スイカ、メロン、キュウリ、トウガン、二ホンカボチャ等）については、銅水和

剤・酢酸混液処理（又は過酢酸処理）及び乾熱処理（75℃で４日間）を実施。 
 
（４）耕種的防除法（農研機構, 2009a, 2009b） 

本細菌の防除のためのほ場等の管理として以下の方法がある。 
・ 育苗資材、ほ場資材の消毒（育苗ポット、育苗箱、育苗トレー、支柱等の農業資材の消毒、

育苗に使用する培土の消毒） 
・ 道具の消毒（接ぎ木用ナイフ、摘芽用ハサミ等の道具の消毒） 
・ は種、育苗のロット管理（同一ロットの種子の使用） 
・ 施設の管理（周辺地域での発生がない、ウリ科雑草の除去、残さ処理、かん水の管理、施

設栽培終了後の施設閉め切りによる太陽熱処理） 
 

１０．診断、検出及び同定 
種子等への感染を確認する方法としては、血清学的診断法（ELISA法、イムノクロマト法）、遺

伝子診断法（PCR法、LAMP法）等の精密検定技術、栽培検定等が広く利用されている。 
本細菌の種子の検定方法のうち、栽培検定は、日本を含む各国の輸入植物検疫、国際種子連盟

（International Seed Federation（ISF））やアメリカ合衆国の種子貿易協会（the American Seed 
Trade Association（ASTA））等国際及び地域種子機関において、検定数を決めて実施されている

（EPPO, 2016; ISF, 2021a, 2021b; NSHS, 2017; Walcott, 2005）。 
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（１）栽培検定 
栽培検定とは、「規定数の種子について、温室内、又はプラスチック箱内では種して、本細菌

が発症するのに最適な一定温度・湿度で管理し、発芽後の幼苗に現れる症状で評価する」こと

であり、症状が発見された場合、それが本細菌によるかを判断するためには、必要に応じて遺

伝子検定等を実施する。 
アメリカ合衆国植物防疫機関及びISFでは10,000～30,000粒／lot（NSHS, 2017; ISF, 2021b）

で、スイカ種子業界（種子会社）は、10,000～50,000 粒／lot で栽培検定（CABI, 2025）を行

っている。バット等には種し、恒温室等で実施する場合もあるが、Sweat boxやSweat bagを

利用した方法も行われている。 
ア Sweat boxを利用した栽培検定（ISF 2021b; 農研機構, 2009b） 
・ 栽培検定の方法の１つ。 
・ 種子を、透明なプラスチック製の容器に高密度では種し、高温多湿条件で発芽と発病を

促す。 
・ 種子を、25～28℃・最低14時間明期下で培養（栽培）し、14日後に幼苗での症状を確

認する。 
・ 症状を示した幼苗から、細菌を分離しPCR等の検定を行う。 

イ Sweat bagを利用した栽培検定（農研機構, 2009b; 佐藤ら, 2003） 
・ 栽培検定の方法の１つ。 
・ イプロジオン水和剤をまぶした種子を、キムタオル等を敷いたアルミ製バット内に置

床、リン酸緩衝液を加え、ポリ袋（sweat bag）内で密閉・多湿下で保管。 
・ 種子を、10～14日間、28～30℃で培養（栽培）。 
・ その後、ポリ袋内の水滴を集め検定用試料として細菌を分離し、PCR 等の検定を行う。 

 
（２）遺伝子診断法（CABI, 2025; 農研機構, 2009b; EPPO, 2016; ISF, 2021a; Walcott and Gitaitis, 

2000） 
   遺伝子診断法には、PCR法やリアルタイムPCR法等がある。 

PCR法では、り病部位の摩砕液を検定サンプルとして用いる方法がある。また、細菌を分離

後、典型的な形態を示すコロニーから選抜した純粋分離コロニーを用いて PCR を実施する方

法が知られる。 
リアルタイム PCR 法でも病徴を示した果実や茎葉からの検出が可能である。種子では、サ

ンプリングした種子をバッファーに浸漬後洗浄して、その洗浄液から本細菌の核酸を抽出し検

出する方法（SE-qPCR）がある。本法においては、種子洗浄及び洗浄液の遠心分離の処理が事

前に必要となる。 
なお、検定用のサンプル数について、ISF（2021a）ではリアルタイムPCR法による検定用

のサンプルとして10,000～30,000 粒／lot を最大5,000 粒のサブサンプルに分けることを推奨

している。 
 

１１．日本における輸入検疫措置 
本細菌は植物防疫法施行規則（農林省, 1950a）別表１に規定された検疫有害植物であり、同施

行規則別表２の２に規定された国又は地域から輸入される宿主植物であって栽培の用に供するも

の（果実を除き、種子を含む。）については、以下のいずれかの措置を実施し、本細菌に感染して

いないことを検査証明書へ追記することを求めている。 
（１）本細菌を発見するために適切と認められる方法による検査 
（２）核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査 
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１２．諸外国における輸入検疫措置 
（１）台湾（APHIA, 2025） 

本細菌の発生国からのトウガン、スイカ、メロン、キュウリ、二ホンカボチャ及びペポカボ

チャの栽植用植物及び栽植用種子について、本細菌を対象とする栽培地検査、輸出前の室内検

定、又は輸出前に適切な検疫処理を行ったことを検査証明書に記載することを求めている。ま

た、同品目の消費用生植物（果実及び食用種子）について、輸出検査の結果、本細菌の不在証

明を求めている。 
 
（２）インド（Government of India, 2003） 

タイを除くすべての国からのスイカ、アメリカ合衆国産メロン及びペポカボチャ並びにオー

ストラリア産ペポカボチャの栽植用種子について、本細菌の不在証明を求めている。 
 
（３）ユーラシア経済連合（EAEU, 2022） 

カボチャの栽植用植物及びウリ科の栽植用種子について、本細菌を含む病害虫が発生してい

ない地域、生産地又は生産用地で生産されていることを要求している。 
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Ⅱ 病害虫リスクアナリシスの結果 
第１ 開始（ステージ１） 
１．開始 

Acidovorax citrulliに対する現行の検疫措置の有効性を検討するため、病害虫リスクアナリシス

を実施する。 
 
２．対象となる有害動植物 

Acidovorax citrulliを対象とする。 
 
３．対象となる経路 

リスクアナリシス対象の病害虫の生物学的情報の「２．地理的分布」に示す「国又は地域」か

らの「３．宿主植物及びその日本国内での分布」に示す「宿主植物」であって、「４．感染部位及

びその症状」に示す「感染部位」を含む植物を対象とする。 
 
４．対象となる地域 

日本全域を対象とする。 
 
５．開始の結論 

本細菌を開始点とし、その発生地域から輸入される植物を経路とした日本全域を対象とする病

害虫リスクアナリシスを開始する。 
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第２ 病害虫リスク評価（ステージ２） 
１．有害動植物の類別 

ステージ１で特定された有害動植物について、国内における発生及び公的防除の有無、定着及

びまん延の潜在性並びに経済的影響を及ぼす潜在性について調査し、検疫有害動植物となる潜在

性を有するかを検討する。なお、以下の（１）～（３）の評価項目を満たしていない場合は、そ

れが判明した時点で評価を中止できるものとする。 
（１）有害動植物の国内での発生の有無及び公的防除の有無等 

Acidovorax citrulliは、国内未発生である。 
 
（２）定着及びまん延の潜在性 

本細菌の宿主植物であるスイカ、カボチャ及びキュウリは 47 都道府県で栽培されているこ

とから、本細菌が国内に入り込んだ場合、定着及びまん延するおそれがある。 
 
（３）経済的影響を及ぼす潜在性 

発生国では本細菌に感染した場合、スイカ果実では表面に暗緑色の汚斑を生じ、メロン果実

では表面に水浸状の斑点を生じ商品価値を失う。 
したがって、現在、本細菌は国内未発生であるが、本細菌が国内に入り込み、定着及びまん

延した場合、経済的影響を及ぼすおそれがある。 
 
（４）評価にあたっての不確実性 

特にない。 
 
（５）有害動植物の類別の結論 

本細菌は国内未発生であるが、宿主植物であるスイカ、カボチャ及びキュウリは国内で広く

栽培され、また、感染種子による伝染の他、栽培作業や育苗中のかん水等により伝染すること

が知られていることから、本細菌が国内に入り込んだ場合、定着及びまん延するおそれがある。

また、本細菌は発生国において被害報告があることから、国内においても経済的影響を及ぼす

ことは否定できない。 

したがって、本細菌は、検疫有害動植物となる潜在性を有することから、引き続き「２．農

業生産等への影響の評価」で評価を行う。 

 
２．農業生産等への影響の評価 
（１）定着の可能性の評価 

ア リスクアナリシスを実施する地域における潜在的検疫有害動植物の生存の可能性 
（ア）潜在的検疫有害動植物の生存の可能性 

本細菌の宿主植物であるスイカ、カボチャ及びキュウリは国内で広く栽培されており、

施設栽培を含めて感染部位が周年で存在する。また、本細菌は種子伝染し、乾燥し貯蔵さ

れた種子上で数年間生存するとの報告があるほか、スイカ及びメロン種子では、５℃以下

で保存した場合に本細菌が 34～40 年間生存したとの報告がある。よって、本細菌が入り

込んだ場合、我が国で生活環の維持が可能であり、国内に定着できると判断した。 
（イ）リスクアナリシスを実施する地域における中間宿主の利用可能性 

中間宿主が必須との情報は得られていない。 
（ウ）潜在的検疫有害動植物の繁殖戦略 
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本細菌は有害植物であるため、評価基準に基づき５点と評価した。 
 

イ リスクアナリシスを実施する地域における寄主又は宿主植物の利用可能性及び環境の好適

性 
（ア）寄主又は宿主植物の利用可能性及び環境の好適性 

本細菌の宿主植物であるスイカ、カボチャ及びキュウリは 47 都道府県で栽培されてお

り、本細菌にとって好適な環境が日本全域に存在することから、評価基準に基づき５点と

評価した。 
（イ）潜在的検疫有害動植物の寄主又は宿主範囲の広さ 

本細菌が宿主とする植物の科は、ウリ科のみが知られている。 
（ウ）有害動植物の侵入歴 

本細菌は東洋区、オーストラリア区、エチオピア区、新熱帯区、新北区、旧北区及びオ

セアニア区の７区に分布する。よって、評価基準に基づき５点と評価した。 
 

ウ 定着の可能性の評価結果 
評価した項目の評価点の平均から、定着の可能性の評価点は５点満点中の５点となった。 

 
（２）まん延の可能性の評価 

ア 自然分散（自然条件における潜在的検疫有害動植物の分散） 
（ア）ベクター以外による伝染 

ａ 移動距離 
本細菌は風雨により伝染することが知られている。よって、評価基準に基づき３点と

評価した。 
ｂ 伝染環数 

本細菌は、水媒伝染及び接触伝染の複数の伝染環が存在すると考えられる。よって、

評価基準に基づき５点と評価した。 
（イ）ベクターによる伝搬 

ａ ベクターの移動距離 
ベクターは知られていない。よって、本項目は評価しない。 

ｂ 伝搬様式 
ベクターは知られていない。よって、本項目は評価しない。 

 
イ 人為分散 
（ア）農作物を介した分散 

本細菌の宿主植物であるスイカ、カボチャ及びキュウリは 47 都道府県で栽培されてい

ることから、評価基準に基づき５点と評価した。 
（イ）非農作物を介した分散 

本細菌は、栽培作業での伝染が知られていることから、評価基準に基づき５点と評価し

た。 
 

ウ まん延の可能性の評価結果 
評価した項目の評価点の平均から、まん延の可能性の評価点は５点満点中の4.5点となっ

た。 
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（３）経済的重要性の評価 

ア 直接的影響 
（ア）影響を受ける農作物又は森林資源 

本細菌の宿主植物であるスイカ、カボチャ、キュウリ等の農産物産出額は、3,095.2億円

である。よって、評価基準に基づき４点と評価した。 
（イ）生産への影響 

本細菌の宿主植物であるカボチャ及びキュウリは、生産農業所得統計の対象植物であり、

本細菌に感染すると、スイカ果実やメロン果実に病斑が現れ、商品価値を失う。よって、

評価基準に基づき４点と評価した。 
（ウ）防除の困難さ 

発生が限定的な場合では、過去の日本での発生のように根絶を達成した事例は存在する

が、発生が広範囲である場合では根絶は困難と思われる。また、本細菌は種子で長期間生

存可能であるため、根絶のためには汚染種子の廃棄が確実に実施される必要がある。 
（エ）直接的影響の評価結果 

上記（ア）及び（イ）の評価点の積は16点となり、評価基準に基づき直接的影響の評価

点は４点となった。 
 

イ 間接的影響 
（ア）農作物の政策上の重要性 

本細菌の宿主植物であるカボチャ及びキュウリは、「農業保険法」及び「同法施行令」で

定める農作物に該当するため、評価基準に基づき１点と評価した。 
（イ）輸出への影響 

台湾では、栽植用植物、栽植用種子及び消費用生植物について、本細菌を対象とする栽

培地検査等を、ユーラシア経済連合（EAEU）では、カボチャの栽植用植物及びウリ科の

栽植用種子について、本細菌が発生していない地域、生産地又は生産用地で生産すること

を要求している。よって、評価基準に基づき１点と評価した。 
 

ウ 経済的重要性の評価結果 
直接的影響の評価点と間接的影響の評価点の和から、経済的重要性の評価点は５点満点中

の５点となった。 

 
（４）評価における不確実性 

特にない。 
 

（５）農業生産等への影響評価の結論（病害虫固有のリスク） 
定着及びまん延の可能性並びに経済的重要性の３項目の評価点の積は112.5点となり、本

細菌の農業生産等への影響の評価を「高い」と結論付けた。 

 
３．入り込みの可能性の評価 

項目 評価における判断の根拠等 



11 

（１）感染部位 果実、葉、茎等の植物全体及び種子 

（２）国内に入り込む可能性

のある経路 

経路は、〔栽植用植物〕、〔栽植用種子〕、〔消費用生植物〕

及び〔消費用穀類〕が考えられる。 

用途 部位 経路となる可能性 

ア 栽植用植物 植物全体 ○ 

イ 栽植用種子 種子 ○ 

ウ 消費用生植物 果実及び茎葉 ○ 

エ 消費用穀類 種子 ○ 

（３）宿主植物の輸入検査量 別紙３参照 

※ 本来の用途ではない目的に利用されることが想定される場合は、その想定される用途の評価

結果を適用する（例えば、消費用途の植物が栽植用として利用される場合など）。 
 
（４）入り込みの可能性の評価 

ア 栽植用植物 
（ア）輸送中の生き残りの可能性（加工処理に耐えて生き残る可能性） 

原産地で本細菌の生存率に影響を与える加工処理は実施されていない。よって、評価基

準に基づき５点と評価した。 
（イ）潜在的検疫有害動植物の個体の見えにくさ 

本細菌は有害植物である。よって、評価基準に基づき５点と評価した。 
（ウ）輸入品目からの人為的な移動による分散の可能性 

栽植用植物は、栽培施設、ほ場等へ直接持ち込まれる。よって、評価基準に基づき５点

と評価した。 
（エ）輸入品目からの自然分散の可能性 

栽植用植物は、栽植用として利用されることで入り込みが完了することから、評価基準

に基づき５点と評価した。 
（オ）評価における不確実性 

特にない。 
 

栽植用植物の入り込みの可能性の評価の結論 
評価を行った項目の評価点の平均値は５点であり、栽植用植物を経路とした場合の本細

菌の入り込みの可能性の評価を「高い」と結論付けた。 

 
イ 栽植用種子 
（ア）輸送中の生き残りの可能性（加工処理に耐えて生き残る可能性） 

原産地で本細菌の生存率に影響を与える加工処理は実施されていない。よって、評価基

準に基づき５点と評価した。 
（イ）潜在的検疫有害動植物の個体の見えにくさ 

本細菌は有害植物である。よって、評価基準に基づき５点と評価した。 
（ウ）輸入品目からの人為的な移動による分散の可能性 

栽植用種子は、栽培施設、ほ場等へ直接持ち込まれる。よって、評価基準に基づき５点
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と評価した。 
（エ）輸入品目からの自然分散の可能性 

栽植用種子は、栽植用として利用されることで入り込みが完了することから、評価基準

に基づき５点と評価した。 
（オ）評価における不確実性 

特にない。 
 

栽植用種子の入り込みの可能性の評価の結論 
評価を行った項目の評価点の平均値は５点であり、栽植用種子を経路とした場合の本細

菌の入り込みの可能性の評価を「高い」と結論付けた。 

 
ウ 消費用生植物 
（ア）輸送中の生き残りの可能性（加工処理に耐えて生き残る可能性） 

原産地で本細菌の生存率に影響を与える加工処理は実施されていない。よって、評価基

準に基づき５点と評価した。 
（イ）潜在的検疫有害動植物の個体の見えにくさ 

本細菌は有害植物である。よって、評価基準に基づき５点と評価した。 
（ウ）輸入品目からの人為的な移動による分散の可能性 

本細菌の宿主植物であるスイカ、カボチャ及びキュウリは 47 都道府県で栽培されてい

る。よって、評価基準に基づき４点と評価した。 
（エ）輸入品目からの自然分散の可能性 

本細菌は水媒伝染及び接触伝染する。よって、評価基準に基づき１点と評価した。 
（オ）評価における不確実性 

特にない。 
 

消費用生植物の入り込みの可能性の評価の結論 
評価を行った項目の評価点の平均値は 3.8 点（小数第二位を四捨五入）であり、消費用

生植物を経路とした場合の本細菌の入り込みの可能性の評価を「中程度」と結論付けた。 

 
エ 消費用穀類 
（ア）輸送中の生き残りの可能性（加工処理に耐えて生き残る可能性） 

消費用穀類については原産地で本細菌の生存率に影響を与える加工処理が実施されてい

ると考えられるが、本細菌は乾燥し貯蔵された種子上で数年間生存することが知られてい

る。よって、評価基準に基づき５点と評価した。 

（イ）潜在的検疫有害動植物の個体の見えにくさ 
本細菌は有害植物である。よって、評価基準に基づき５点と評価した。 

（ウ）輸入品目からの人為的な移動による分散の可能性 
消費用穀類は、評価基準に基づき一律１点であることから、１点と評価した。 

（エ）輸入品目からの自然分散の可能性 
本細菌は水媒伝染及び接触伝染する。よって、評価基準に基づき１点と評価した。 

（オ）評価における不確実性 
特にない。 
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消費用穀類の入り込みの可能性の評価の結論 
評価を行った項目の評価点の平均値は３点であり、消費用穀類を経路とした場合の本細

菌の入り込みの可能性の評価を「無視できる」と結論付けた。 

 
４．Acidovorax citrulliの病害虫リスク評価の結論 

Acidovorax citrulliは検疫有害植物であり、栽植用植物、栽植用種子及び消費用生植物を経路と

して入り込み、農業生産等へ影響を及ぼす可能性があると評価した。 

農業生産等への影響評価の結論 
（病害虫固有のリスク） 

入り込みの可能性の評価 病害虫リスク評価の 
結論 用途 結論 

高い 

ア 栽植用植物 高い 高い 

イ 栽植用種子 高い 高い 

ウ 消費用生植物 中程度 
中程度 

（農業生産等への影響

が高い） 

エ 消費用穀類 無視できる 無視できる 
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第３ 病害虫リスク管理（ステージ３） 
病害虫リスク評価の結果、Acidovorax citrulliはリスク管理措置が必要な検疫有害植物であると

判断されたことから、ステージ３において、発生国からの宿主植物の輸入に伴う本細菌の入り込

みの可能性を低減するための適切な管理措置について検討する。 
 
１．Acidovorax citrulliに対するリスク管理措置の選択肢の検討 

選択肢 方法 有効性及び実行可能性の検討 
実施主体 
（時期） 

有効性 
実行 
可能性 

①病害虫無

発生の地

域、生産

地又は生

産用地の

設定及び

維持 

ISPM 4
（FAO, 
2024）又は

10（FAO, 
2016a）に

基づき設定

及び維持す

る。 

〔有効性〕 
 ISPMに基づき輸出国植物防疫

機関が設定、管理及び維持する

病害虫無発生の地域、生産地又

は生産用地であれば、有効であ

る。 
 
〔実行可能性〕 
 輸出国において適切に管理され

ることが必要であるが、実行可

能と考えられる。 

 
輸出国 

（輸出前） 

 
○ 

 
○ 

②システム

ズアプロ

ーチ 

ISPM 14
（FAO, 
2019）に基

づき実施す

る。 

複数の管理措置の組合せであ

るシステムズアプローチの有効

性及び実行可能性については、

具体的に提案される管理措置の

内容を検討する必要がある。 

 
輸出国 

（輸出前） 

 
－ 

 
－ 

③栽培地検

査 
栽培期間中

に生育場所

において植

物の症状等

を観察す

る。 

〔有効性〕 
栽培期間中に症状を明瞭に現す

場合は、有効である。 
本細菌は子葉展開後生長するに

つれて、ある程度症状を現すこ

とから、採種用親植物の栽培期

間中に葉及び果実の水浸状の病

斑を確認することは有効であ

る。 
 無症状で感染している場合もあ

ることから、効果は限定的であ

る。 
 
〔実行可能性〕 
輸出国において適切な検査が行

われることが必要であるが、実

行可能と考えられる。 

 
輸出国 

（栽培中） 

 
▽ 

 
○ 
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④消毒 農薬、熱処

理等による

殺菌処理を

実施する。 

〔有効性〕 
信頼水準95％における

99.9968％以上の有効量若しく

はこれと同等程度の有効性を持

つことが科学的に証明された処

理であれば、有効である。 
本細菌の感染種子に対して過酢

酸処理、食酢‐銅水和剤処理等

が報告されている。日本におい

てはウリ科野菜の種子消毒剤と

して銅水和剤（食酢‐銅水和

剤）の登録がある。日本では登

録はされていないが、他国にお

いて30分間の1,600μg/mlの過

酢酸液に高い消毒効果が報告さ

れているが、信頼水準95％に

おける99.9968％以上の有効性

については検証されていないた

め、効果は限定的である。 
本細菌の感染種子に対する乾熱

処理については一定の効果があ

るが、植物により処理温度及び

日数は異なり、いずれの条件で

も80℃以上での乾熱処理が必

要であり、発芽率にも影響があ

るため、効果は限定的である。 
 種子の薬剤液への浸漬処理及び

乾熱処理の組合せによる消毒方

法もあり、一定の消毒効果を示

しているが、信頼水準95％に

おける99.9968％以上の有効性

については検証されていないた

め、効果は限定的である。 
 
〔実行可能性〕 
輸出国において殺菌水準を検証

し、適切に処理されることが必

要であるが、実行可能と考えら

れる。 

 
輸出国 

（輸出前） 

 

▽ 

 

○ 

⑤精密検定 血清学的診

断法、遺伝

子診断法等

による精密

〔有効性〕 
植物体及び種子からの本細菌を

分離するための選択培地、

ELISA法等の血清学的手法並び

 
輸出国 

（輸出前） 
 

 
▽ 

（栽植用

種子○） 

 
○ 
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検定を実施

する。 
に特異的なプライマーを用いた

PCR法等の遺伝子診断法によ

り検出可能であるため、有効で

ある。なお、種子については、

表面に付着した死菌を検出する

可能性があるため、検定植物へ

の接種による生菌の確認が必要

であることから、検査に時間を

要する。 
しかし、症状を現した植物体か

らの精密検定は効果的である

が、無症状の植物体では本細菌

の菌密度が低く局在している可

能性があるため、効果は限定的

である。 
 
〔実行可能性〕 
輸出入国において検定施設を有

するとともに、特異的なプライ

マー及びポジティブコントロー

ルが必要であるが、実行可能と

考えられる。 

 
 

輸入国 
（輸入時） 

 
 
▽ 

（栽植用

種子○） 

 
 
○ 

⑥検査証明

書への追

記 

輸出国での

目視検査の

結果、本細

菌に感染し

ていないこ

とを確認

し、その旨

を検査証明

書に追記す

る。 

〔有効性〕 
植物体については、輸出検査時

に症状を明確に現す場合は有効

であるが、無症状での感染報告

があるため、効果は限定的であ

る。 
種子については、輸出検査時に

症状を明確に現す場合は有効で

あるが、感染種子が明確な症状

を現すとの報告はないため、効

果はない。 
 
〔実行可能性〕 
輸出国において適切な検査が行

われることが必要であるが、実

行可能と考えられる。 

 
輸出国 

（輸出時） 

 
▽ 

（栽植用

種子×） 

 
○ 

⑦輸出入検

査（目視

検査） 

植物の症状

等を確認す

る。 

〔有効性〕 
植物体については、輸出検査時

に症状を明確に現す場合は有効

であるが、無症状での感染報告

があるため、効果は限定的であ

 
輸出国 

（輸出時） 
 
 

 
▽ 

（栽植用

種子×） 
 

 
○ 
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有効性   ○：効果が高い 

▽：限定条件下で効果がある 

×：効果なし 

－：検討しない 

実行可能性 ○：実行可能 

▽：限定条件下で実行可能 

×：実行困難 

－：検討しない 

 
２．経路ごとのAcidovorax citrulliに対するリスク管理措置の選択肢の検討 
（１）栽植用植物 

ア 検討結果 
病害虫無発生の地域、生産地又は生産用地の設定及び維持（選択肢①）は、本細菌の入り

込みの可能性に対して有効な管理措置である。しかしながら、病害虫無発生地域等の設定及

び維持は、宿主植物の栽培環境、病害虫管理等を含む各種要因に影響を受けるため、個別案

件ごとに具体的な内容を輸出国植物防疫機関が示し、日本がその許諾を判断する必要があ

る。 
栽培地検査（選択肢③）は、無症状で感染している場合もあることから、効果は限定的で

あるが、以下の条件で栽培するとともに、輸出時又は輸入時に本葉展葉後の植物について目

視検査を行い、本細菌に感染していないことを確認することにより、有効な管理措置となり

得る。 
・ 育苗資材、ほ場資材の消毒（育苗ポット、育苗箱、育苗トレー、支柱等の農業資材の消

毒、育苗に使用する培土の消毒）、道具の消毒（接ぎ木用ナイフ、摘芽用ハサミ等の道具

の消毒）、は種、育苗のロット管理（同一ロットの種子の使用）、施設及び栽培用地の管理

（周辺地域での発生がない、ウリ科雑草の除去、残さ処理、かん水の管理）等の本細菌の

汚染防止措置が講じられているほ場（栽培施設を含む。）において生産する。 
・ 本細菌に感染していないことが確認された親植物から採種された種子又は精密検定によ

り本細菌に感染していないことが確認された種子を利用する。 
 

イ リスク管理措置の特定 
栽植用植物に対する管理措置として、本細菌の入り込みの可能性を低減させることが可能

であり、かつ必要以上に貿易制限的でないことを考慮し、以下を特定した。 
 

る。 
種子については、輸出検査時に

症状を明確に現す場合は有効で

あるが、感染種子が明確な症状

を現すとの報告はないため、効

果はない。 
 
〔実行可能性〕 
 輸出入国において通常実施され

ている検査であり、実行可能で

ある。 

 
輸入国 

（輸入時） 

 
▽ 

（栽植用

種子×） 

 
○ 
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○ 輸出国（栽培中）において、本細菌に感染していないことが確認されている種子※1を

使用して、本細菌の汚染防止措置が行われているほ場（栽培施設を含む。）※2で栽培し、 
かつ、 
荷口全体（同一の荷口単位）の植物を対象に輸入植物検疫規程（農林省, 1950b）別表第 
１の６項２号の規定に基づく検査量相当について、本葉展葉後の植物を輸出時に目視検査

を行い、本細菌に感染していないことを確認し、その旨を検査証明書に追記する。 
又は、 
同規程別表第１の６項２号の規定に基づく検査量について、本葉展葉後の植物を輸入時に

目視検査を行い、本細菌に感染していないことを確認する。 
 

輸入植物検疫規程（農林省, 1950b）別表第１の６項２号 

検査荷口の大きさ 検査する数量 

1,000本未満 
1,000本以上    1,841本未満 
1,841本以上    4,601本未満 
4,601本以上    9,201本未満 
9,201本以上   24,001本未満 

24,001本以上 

30%以上 
300本以上 
400本以上 
500本以上 
600本以上 
800本以上 

 
※１ 本細菌に感染していないことが確認されている種子とは 

以下のいずれかに該当する種子をいう。 
・ 採種用の親植物について収穫期前（果実の成熟期）に茎葉や果実の表面の病徴の有

無の検査（疑わしい症状に対する精密検定を含む。）を実施し、本細菌に感染して

いないことが確認されている種子 
・ 同一の荷口単位で種子の栽培検定又は種子の遺伝子的手法による検定を実施し、本

細菌に感染していないことが確認されている種子 
・ ISPM 4又は10に基づき輸出国の国家植物防疫機関が設定、管理及び維持する病

害虫無発生の地域又は生産地で生産された種子 
 

※２ 本細菌の汚染防止措置が講じられているほ場（栽培施設を含む。）とは 
栽培中の苗が汚染されないことを担保するために、以下のことが実施されているほ場

をいう。 
・ 本細菌が発生している地域に存在するほ場 
-  育苗資材、ほ場資材の消毒（育苗ポット、育苗箱、育苗トレー、支柱等の農業資

材の消毒、育苗に使用する培土の消毒） 

-  道具の消毒（接ぎ木用ナイフ、摘芽用ハサミ等の道具の消毒） 

-  は種、育苗のロット管理（同一ロットの種子の使用） 

-  施設の管理（周辺地域での発生がない、ウリ科雑草の除去、残さ処理、かん水の

管理）等 

・ 本細菌が発生していない地域に存在するほ場 

-  育苗資材、ほ場資材の消毒（育苗ポット、育苗箱、育苗トレー、支柱等の農業資

材の消毒、育苗に使用する培土の消毒） 

-  道具の消毒（接ぎ木用ナイフ、摘芽用ハサミ等の道具の消毒） 
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-  は種、育苗のロット管理（同一ロットの種子の使用）等 

 
（２）栽植用種子 

ア 検討結果 
病害虫無発生の地域、生産地又は生産用地の設定及び維持（選択肢①）は、栽植用種子に

おいて有効な管理措置である。 
栽培地検査（選択肢③）単独では、無症状で感染している場合もあることから、効果は限

定的であるが、消毒（選択肢④）又は精密検定（選択肢⑤）を組み合わせることにより、栽

培地において、本細菌に侵されていないことが確認された種子から生産され、収穫期前（果

実の成熟期）に茎葉や果実の表面の症状の有無の検査を行い、採種用親植物が本細菌に感染

していないことが確認できれば有効な管理措置となり得る。 
精密検定（選択肢⑤）は、種子からの本細菌を分離するための選択培地、ELISA法等の

血清学的手法並びに特異的プライマーを用いたPCR法等の遺伝子診断法により検出可能で

あるが、種子表面に付着した死菌を検出する可能性があるため、検定植物への接種による生

菌の確認が必要であることから、検査に時間を要するが、有効な管理措置である。 
 

イ リスク管理措置の特定 
栽植用種子に対する管理措置として、本細菌の入り込みの可能性を低減させることが可能

であり、かつ必要以上に貿易制限的でないことを考慮し、以下を特定した。なお、以下のい

ずれかの管理措置を実施する必要がある。 
 

○ 輸出国（栽培中及び輸出前）において、本細菌に有効な方法で消毒された種子※又は本

細菌に感染していないことが確認されている種子を使用して採種用親植物を栽培し、収穫

期前（果実の成熟期）に茎葉や果実の表面の症状の有無の検査（疑わしい症状に対する精

密検定を含む。）により本細菌に感染していないことを確認し、その旨を検査証明書に追

記する。 
○ 輸出国（輸出前）において、種子について栽培検定及び/又はPCR法、LAMP法等の遺

伝子診断法を行い、本細菌に感染していないことを確認し、その旨を検査証明書に追記す

る。 
 

なお、種子について精密検定を行う場合は、国際種子検査協会（ISTA）が定める国際種

子検査規程（International Rules for Seed Testing）の抽出方法（ISTA, 2025）に準拠した方

法で同一の荷口単位から無作為に抽出した規定の種子数について検定を行う。規定の種子数

については、通常ロットの場合（同一の荷口当たりの種子数が300,000粒以上）は、ロッ

ト当たり一律30,000粒（検定実施においてはサブサンプル1,000粒以下）となる。なお、

小ロットの場合（同一の荷口当たりの種子数が300,000粒未満）は、その種子数の10％
（検定実施におけるサブサンプルは1,000粒以下）とする（種子検定に係る詳細は参考参

照）。 
 

※ 本細菌に有効な方法で消毒された種子とは 
日本国内の栽培で利用されている方法と同等の薬剤浸漬処理、乾熱処理又は薬剤液への

浸漬処理及び乾熱処理の組合せのいずれかを実施した種子をいう。 
・ 薬剤浸漬処理のみ 
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スイカ種子に対する薬剤浸漬処理であれば、銅水和剤（食酢・銅水和剤）（酢酸濃度

約0.01Mの食酢希釈液で作製した野菜類種子消毒用ドイツボルドーAの500～1,000倍

希釈液）の適用が有効である。 
一方、日本では農薬として登録されていないため、使用が認められていないが、スイ

カ種子の処理方法として、過酢酸処理（30分間の1,600μg/mlの過酢酸液への浸漬）が

知られており、また本処理は、メロン、カボチャ、ユウガオ及びトウガンでも高い種子

消毒効果を認めている報告がある。 
・ 乾熱処理のみ 

-  メロン：95℃（１～２日間）、90℃（１～３日間）、85℃（３～７日間）、80℃（７

日間） 
-  キュウリ：95℃（１日間）、90℃（３～５日間）、85℃（３～５日間）、80℃（７日

間） 
-  二ホンカボチャ：95℃（１日間）、85℃（３～５日間） 
-  トウガン：85℃（７日間） 
なお、ユウガオ及びセイヨウカボチャにおいては、試験において完全に消毒ができ、

かつ、発芽障害がない条件が得られていない。 
・ 薬剤液への浸漬処理と乾熱処理の組合せ 

小型種子（スイカ、メロン、キュウリ、トウガン、二ホンカボチャ等）については、

銅水和剤（食酢・銅水和剤）（酢酸濃度約0.01Mの食酢希釈液で作製した野菜類種子消

毒用ドイツボルドーAの500～1000倍希釈液）への浸漬後、乾熱処理（75℃で４日

間）を実施。 
 
（３）消費用生植物（果実、茎葉及び切葉） 

ア 検討結果 
病害虫無発生の地域、生産地又は生産用地の設定及び維持（選択肢①）は、消費用生植物

において有効な管理措置である。 
精密検定（選択肢⑤）、検査証明書への追記（選択肢⑥）及び輸出入検査（目視検

査）（選択肢⑦）は、本細菌には無症状期間があるため、見逃す可能性があるが、以

下の点を踏まえると、有効な管理措置となり得る。 
・ 本細菌の自然分散方法として、雨滴及びその飛沫によって分散するため、輸入時に本

細菌による明確な症状がなければ、たとえ本細菌に潜在感染していたとしても、消

費されるまでの間に本細菌が症状を発現し伝搬する可能性は低い。 
・ 消費用生植物（果実、茎葉及び切葉）は、輸入後短期間のうちに消費され、直接栽

培地へ持ち込まれる可能性は低い。 
 

イ リスク管理措置の特定 
消費用生植物（果実、茎葉及び切葉）に対する管理措置として、本細菌の入り込みの可能

性を低減させることが可能であり、かつ必要以上に貿易制限的でないことを考慮し、以下を

特定した。 
 

○ 輸出国（輸出時）及び輸入国（輸入時）において、本細菌による症状の有無について

目視検査を行い、本細菌に感染していないことを確認する。 
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別紙１ 
 

Acidovorax citrulliの発生国等の根拠 
 

国又は地域 ステータス 根拠文献 備考 

アジア    

インド 発生 Pawar and Papdiwal., 2009  

インドネシア 発生 Windari et al., 2015  

タイ 発生 CABI, 2025; CABI/EPPO, 2019; 
EPPO, 2025 

 

大韓民国 発生 Seo et al., 2006; CABI, 2025; 
CABI/EPPO, 2019; EPPO, 2025 

 

台湾 発生 CABI, 2025; CABI/EPPO, 2019; 
EPPO, 2025 

 

中華人民共和国 発生 CABI, 2025; CABI/EPPO, 2019; 
EPPO, 2025 

 

マレーシア 発生 CABI, 2025; EPPO, 2025; Feng et 
al., 2009; IMI, 1992 

 

中東    

イスラエル 発生 Chalupowicz et al., 2020  

トルコ 発生 IPPC, 2017  

欧州    

イタリア 発生 EPPO, 2010; EPPO, 2011  

北マケドニア共和国 発生 Arsov and Mitrev, 2024; CABI, 2025; 
EPPO, 2025; Mitrev and Arsov, 2020 

 

ギリシャ 発生 CABI, 2025; CABI/EPPO, 2019; 
EPPO, 2025 

 

セルビア 発生 Zlatković et al., 2017; Zlatković et al., 
2022 

 

ハンガリー 発生 CABI, 2025; CABI/EPPO, 2019; 
EPPO, 2025 

 

アフリカ    

ナイジェリア 発生 Amadi et al., 2009  

南アフリカ共和国 発生 Serfontein and Koch, 1999  

北米    

アメリカ合衆国 発生 CABI, 2025; CABI/EPPO, 2019; 
EPPO, 2025 

 

カナダ 発生 Melzer and Shan 2019; 
Tesfaendrias, 2015; Walcott et al., 
2004 

追加 

中南米    

コスタリカ 発生 CABI, 2025; CABI/EPPO, 2019;  
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EPPO, 2025 

トリニダード・トバ

ゴ 
発生 CABI, 2025; EPPO, 2024; 

Government of Trinidad and Tobago, 
2012; IPPC, 2012 

 

ブラジル 発生 CABI, 2025; CABI/EPPO, 2019; 
EPPO, 2025 

 

大洋州    

オーストラリア 発生 CABI, 2025; CABI/EPPO, 2019; 
EPPO, 2025 

 

北マリアナ諸島 発生 CABI, 2025; CABI/EPPO, 2019; 
EPPO, 2025 

 

グアム 発生 CABI, 2025; CABI/EPPO, 2019; 
EPPO, 2025 

 

注）備考欄の「追加」は、文献情報等に基づき発生国として令和８（2026）年２月24日改訂時に

追加された国又は地域。 
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別紙２ 
 

Acidovorax citrulliの宿主植物の根拠 
 

科名 学名 シノニム 
和名 

英名 根拠文献 備考 
属名 種名 

ウリ科

（Cucurbitaceae） 
Benincasa hispida  トウガン属 トウガン wax gourd 農研機構, 2009a, 2009b  

ウリ科

（Cucurbitaceae） 
Citrullus amarus C. lanatus var. 

citroides 
スイカ属  citron melon Dutta et al., 2014; EPPO, 

2025; Isakeit et al., 1998 
追加 

ウリ科

（Cucurbitaceae） 
Citrullus lanatus C. vulgaris スイカ属 スイカ watermelon CABI, 2025; Nascimento et 

al., 2004; 農研機構, 2009a, 
2009b; NSHS, 2012 

 

ウリ科

（Cucurbitaceae） 
Cucumis melo Bryonia collosa キュウリ属 メロン melon CABI, 2025; Nascimento et 

al., 2004; 農研機構, 2009a, 
2009b; NSHS, 2012 

 

ウリ科

（Cucurbitaceae） 
Cucumis sativus  キュウリ属 キュウリ cucumber CABI, 2025; 農研機構, 2009a, 

2009b; NSHS, 2012 
 

ウリ科

（Cucurbitaceae） 
Cucurbita maxima  カボチャ属 セイヨウカボ

チャ 
 Nascimento et al., 2004; 農研

機構, 2009a, 2009b; NSHS, 
2012 

 

ウリ科

（Cucurbitaceae） 
Cucurbita moschata  カボチャ属 ニホンカボチ

ャ 
 CABI, 2025; 農研機構, 2009a; 

NSHS, 2012 
 

ウリ科

（Cucurbitaceae） 
Cucurbita maxima × 
C. moschata 

 カボチャ属 セイヨウカボ

チャ及びニホ

ンカボチャの

交雑種 

 WTO, 2022 輸入検査

で発見 

ウリ科 Cucurbita pepo  カボチャ属 ペポカボチャ summer CABI, 2025; 農研機構, 2009a;  
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注）備考欄の「追加」は、文献情報等に基づき宿主植物として令和８（2026）年２月24日改訂時に追加された種。 
 

（Cucurbitaceae） squash NSHS, 2012 

ウリ科

（Cucurbitaceae） 
Momordica charantia  ツルレイシ属 ニガウリ bitter gourd Cheng et al., 2000; Cheng 

and Huang, 2015; WTO, 2022 
輸入検査

で発見 

ウリ科

（Cucurbitaceae） 
Lagenaria leucantha L. siceraria ヒョウタン属 ユウガオ bottle gourd 農研機構, 2009a; NSHS, 2012  



25 
 

別紙３ 
Acidovorax citrulliの宿主植物に関連する経路の年間輸入検査量 

（発生国からの貨物、郵便物及び携帯品） 
（１）栽植用植物 

単位（数量）：本 

植物名 生産国 
  2022   2023   2024 

件数 数量 件数 数量 件数 数量 

Citrullus vulgaris 
(=Citrullus lanatus)(ｽｲｶ) 

韓国 30 152,640 27 131,256 25 103,104 

Cucumis melo 
(=Bryonia collosa)(ﾒﾛﾝ) 

韓国 2 3,360 1 1,995 1 2,415 

Cucumis sativus(ｷｭｳﾘ) 韓国 36 196,827 34 178,755 32 153,651 

Cucurbita maxima 
(ｾｲﾖｳｶﾎﾞﾁｬ) 

韓国 5 7,968 4 5,739 4 6,879 

Cucurbita moschata 
(ﾆﾎﾝｶﾎﾞﾁｬ(ｶﾎﾞﾁｬ)) 

韓国 21 79,344 21 74,736 21 67,968 

Lagenaria leucantha 
(=Lagenaria siceraria) 
(ﾕｳｶﾞｵ) 

韓国 30 152,640 27 131,256 25 103,104 

Momordica charantia  
(ﾆｶﾞｳﾘ(ﾂﾙﾚｲｼ)) 

韓国         1 576 

 
（２）栽植用種子 

単位（数量）：Kg 

植物名 生産国 
  2022   2023   2024 

件数 数量 件数 数量 件数 数量 

Benincasa hispida 
(ﾄｳｶﾞﾝ) 

ｲﾝﾄ  ゙     1 17 4 139 

ﾀｲ 7 277 1 141 2 122 

中国     2 2 3 19 

Citrullus vulgaris 
(=Citrullus lanatus)(ｽｲｶ) 

ｲﾝﾄ  ゙ 110 5,242 133 10,662 36 7,508 

ｶﾅﾀ  ゙ 1 1         

ﾀｲ 333 10,016 272 11,205 312 11,911 

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 1 1         

ﾏﾚｰｼｱ         1 1 

韓国 36 187 11 81 14 15 

台湾 2 8 3 5 1 4 

中国 9 302 46 1,407 71 2,200 

米国 4 4 314 314 6 55 

Cucumis melo var. 
cantalupensis 
(ﾒﾛﾝ（ｶﾝﾀﾛｰﾌﾟ）) 

米国 1 1         
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Cucumis melo var. 
conomon(ﾒﾛﾝ（ｼﾛｳﾘ）) 

ｲﾝﾄ  ゙         1 1 

中国         2 25 

Cucumis melo var. 
makuwa(ﾒﾛﾝ（ﾏｸﾜｳﾘ）) 

韓国 3 5 11 13 8 31 

中国 1 1         

Cucumis 
melo(=Bryonia 
collosa)(ﾒﾛﾝ) 

ｲｽﾗｴﾙ 3 3         

ｲﾝﾄ  ゙ 11 119 7 170 6 65 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 3 25 3 65     

ｺｽﾀﾘｶ     1 1     

ﾀｲ 128 1,624 92 1,524 81 2,035 

ﾄﾙｺ 7 9     1 5 

ﾏﾚｰｼｱ         6 14 

韓国 14 145 23 315 23 226 

台湾     1 1 1 1 

中国 45 1,463 24 599 40 1,647 

米国 42 42 46 46 17 17 

Cucumis sativus(ｷｭｳﾘ) 

ｲｽﾗｴﾙ 3 44 3 42     

ｲﾀﾘｱ 2 51 1 1     

ｲﾝﾄ  ゙ 198 8,516 171 6,563 126 5,874 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 1 21 1 9 4 20 

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ     2 2     

ｶﾅﾀ  ゙         1 1 

ﾀｲ 127 7,903 95 4,367 30 2,331 

ﾄﾙｺ 19 359 3 3 17 1,492 

ﾊﾝｶﾞﾘ  ー 1 1         

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 3 27         

ﾏﾚｰｼｱ     3 3 3 3 

韓国 10 10 5 5 19 23 

中国 194 24,838 215 24,326 241 24,468 

米国 8 61 8 8 10 638 

Cucurbita maxima * 
moschata(ｾｲﾖｳｶﾎﾞﾁｬ*
ﾆﾎﾝｶﾎﾞﾁｬ交雑種) 

ｲﾝﾄ  ゙     8 2,150 14 13,883 

ﾀｲ 1 511 1 1,702     

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ         2 2 

中国 36 69,936 395 119,563 394 143,151 

南ｱﾌﾘｶ 2 5         

Cucurbita maxima(ｾｲﾖ

ｳｶﾎﾞﾁｬ ｺｰﾃｨﾝｸﾞ種子) 

韓国         2 2 

中国         1 1 

Cucurbita maxima(ｾｲﾖ

ｳｶﾎﾞﾁｬ) 

ｲｽﾗｴﾙ 1 1         

ｲﾀﾘｱ 3 3 5 5 4 4 

ｲﾝﾄ  ゙ 201 23,659 280 26,139 197 17,153 

ｶﾅﾀ  ゙         4 4 

ｾﾙﾋﾞｱ         1 1 

ﾀｲ 259 18,130 159 14,711 98 12,614 
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ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 4 845 2 1,414 2 2 

ﾏﾚｰｼｱ         5 6 

韓国 1 1     1 1 

台湾     2 2     

中国 209 41,143 419 52,892 463 50,838 

米国 1 1 7 7     

Cucurbita moschata(ﾆﾎ

ﾝｶﾎﾞﾁｬ(ｶﾎﾞﾁｬ)) 

ｲﾀﾘｱ 2 3 1 2 1 1 

ｲﾝﾄ  ゙ 70 2,724 76 4,088 24 1,904 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 3 65 5 148 5 128 

ｶﾅﾀ  ゙     1 1     

ﾀｲ 160 3,326 65 7,330 55 6,116 

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ         17 50 

ﾏﾚｰｼｱ 1 1         

韓国 3 7 13 13 7 12 

台湾     1 1 2 25 

中国 101 14,659 186 18,408 134 17,052 

米国 3 62 2 91     

Cucurbita pepo var. 
ovifera(ｺﾅﾀｳﾘ) 

ﾀｲ         2 369 

Cucurbita pepo(ﾍﾟﾎﾟｶﾎﾞ

ﾁｬ ｺｰﾃｨﾝｸﾞ種子) 
ｲﾝﾄ  ゙ 4 4 3 4 1 1 

Cucurbita pepo(ﾍﾟﾎﾟｶﾎﾞ

ﾁｬ) 

ｲﾀﾘｱ 12 53 5 13 5 16 

ｲﾝﾄ  ゙ 22 591 9 335 22 1,255 

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ     1 1     

ｶﾅﾀ  ゙ 1 1         

ﾀｲ 9 174 7 626 11 445 

ﾄﾙｺ     3 3     

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 1 34     22 333 

韓国 1 90 3 190 2 120 

中国 22 1,066 24 549 17 564 

南ｱﾌﾘｶ 9 475 2 147 1 129 

米国 15 526 11 560 5 61 

Cucurbita(ｶﾎﾞﾁｬ属) 

ｲﾀﾘｱ 2 4 1 1     

ｲﾝﾄ  ゙ 1 3,853 1 8,650     

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ     1 1     

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 1 1         

ｶﾅﾀ  ゙ 1 1         

ｺｽﾀﾘｶ         1 1 

ﾀｲ 61 2,436     6 6 

ﾊﾝｶﾞﾘ  ー     1 1     

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 2 2     1 2 

韓国         1 1 
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中国 139 23,331 45 3,497 14 17 

米国 11 11 6 6 4 4 

Lagenaria 
leucantha(=Lagenaria 
siceraria) var. gourda(ﾕ
ｳｶﾞｵ(ﾋｮｳﾀﾝ）) 

ｲﾝﾄ  ゙     1 1     

韓国     1 1     

中国 2 3 23 8,845 11 7,501 

米国 1 1         

Lagenaria 
leucantha(=Lagenaria 
siceraria)(ﾕｳｶﾞｵ) 

ｲﾝﾄ  ゙ 69 1,355 67 3,865 14 764 

ﾀｲ 64 7,277 84 11,470 12 10,479 

ﾏﾚｰｼｱ         1 1 

韓国 7 7 3 3     

中国 10 1,970 7 201 6 195 

Momordica charantia(ﾆ
ｶﾞｳﾘ(ﾂﾙﾚｲｼ)) 

ｲﾝﾄ  ゙ 38 585 42 468 15 338 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 1 1 2 2 2 6 

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ     1 1     

ﾀｲ 65 2,859 52 2,621 25 2,311 

ﾏﾚｰｼｱ     1 1     

韓国 4 25 1 1     

台湾 9 139 6 30 6 30 

中国 35 1,295 32 2,522 26 5,440 

米国 1 1         

 
（３）消費用生植物（切り花・切り葉） 

※2022年～2024年の輸入実績無し 
 
（４）消費用生植物（果実） 

単位（数量）：Kg 

植物名 生産国 
  2022   2023   2024 

件数 数量 件数 数量 件数 数量 

Benincasa hispida 
(ﾄｳｶﾞﾝ) 

韓国     2 2 1 2 

Citrullus 
vulgaris(=Citrullus 
lanatus)(ｽｲｶ) 

ﾄﾙｺ     2 81     

ﾊﾝｶﾞﾘ  ー         1 1 

韓国 13 43,102 37 13,239 34 48,287 

Cucumis melo var. 
chito(ﾒﾛﾝ（ﾏﾝｺﾞー ﾒﾛﾝ）) 

韓国 1 2         

Cucumis melo var. 
makuwa(ﾒﾛﾝ（ﾏｸﾜｳﾘ）) 

韓国 274 274,320 1,350 259,781 1,468 221,744 

Cucumis 
melo(=Bryonia 
collosa)(ﾒﾛﾝ) 

ﾄﾙｺ 3 11 1 1 4 4 

ﾊﾝｶﾞﾘ  ー     1 1 1 1 

韓国 19 133 60 697 74 126 

ﾄﾙｺ 41 44 44 47 60 62 
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Cucumis sativus(ｷｭｳ

ﾘ) 

ﾊﾝｶﾞﾘ  ー     2 2 1 1 

韓国 76 4,939 507 7,662 713 4,373 

Cucurbita maxima(ｾｲ

ﾖｳｶﾎﾞﾁｬ) 
韓国 18 236,213 12 80,024 14 288,943 

Cucurbita moschata(ﾆ
ﾎﾝｶﾎﾞﾁｬ(ｶﾎﾞﾁｬ)) 

韓国 388 60,099 1,408 73,584 1,651 217,492 

南ｱﾌﾘｶ 13 780 16 670 17 4,670 

Cucurbita pepo var. 
ovifera(ｺﾅﾀｳﾘ) 

韓国     1 3     

Cucurbita pepo(ﾍﾟﾎﾟｶ

ﾎﾞﾁｬ) 

ﾄﾙｺ 4 5 1 1     

韓国 54 72 74 259 39 87 

Cucurbita(ｶﾎﾞﾁｬ属) 
韓国 10 31 43 106 41 122 

中国         1 1 

Lagenaria leucantha 
(=Lagenaria 
siceraria)(ﾕｳｶﾞｵ) 

韓国 1 1     1 3 

Momordica charantia 
(ﾆｶﾞｳﾘ(ﾂﾙﾚｲｼ)) 

韓国 1 2 2 102 4 5 

 

（５）消費用生植物（葉・花・茎） 
単位（数量）：Kg 

植物名 生産国 
  2022   2023   2024 

件数 数量 件数 数量 件数 数量 

Cucurbita moschata(ﾆﾎ

ﾝｶﾎﾞﾁｬ(ｶﾎﾞﾁｬ)) 
韓国 11 29 29 150 35 308 

Cucurbita pepo var. 
ovifera(ｺﾅﾀｳﾘ) 

韓国     1 3     

Cucurbita(ｶﾎﾞﾁｬ属) 韓国 1 2 21 68 24 97 
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参考 
 

種子の検定を実施する場合の粒数の考え方について 
 
１ 検査用主試料の抽出方法（１次抽出） 

ISTAが定める国際種子検査規程の抽出方法（ISTA Rules 2025 Chapter 2: Sampling）（ISTA, 2025）
に準拠した方法で同一の荷口単位から無作為に検査用の主試料を抽出し、その中から、以下の検定

用試料として規定の数量を抽出する。 
 
２ 検定用試料の抽出方法（２次抽出） 

検定用試料については、ISTA の抽出方法に準拠した方法で、ISPM 31「Methodologies for 
sampling of consignments」（FAO, 2016b）を根拠とした、以下のポアソン分布に基づく抽出量の

計算式（山村, 2011）に基づいた抽出理論による検定数量について抽出する（小ロットについては

下記（２）参照）。 
  

𝑛 = −
𝑙𝑜𝑔௘（1 − 𝛽）

𝑝
 

 
n：抽出量 
β：検出確率（信頼度） 
p：限界不良植物率（不良率の上限） 

 
本式では、病害虫の付いた植物を不良植物とし、不良植物率がp以上の荷口が国内へ入ってくる

リスクを、n個検査することにより、1－β以下に制御する。 
 
（１）通常ロットの種子検定対象の２次抽出量（n）の基本的な考え方 

個々の病原体の具体的な種子検定粒数の根拠とできる技術的情報がない場合は、国際種子連盟

（International Seed Federation（ISF））等の国内外の検定方法の諸情報等を総合的に考慮し、種

子検定のための２次抽出量（n）は、細菌類については、限界不良植物率（＝ロットにおいて検

出しようとする最低感染種子率）（p）の暫定値として 0.0001（＝0.01％ ＝荷口 10,000 粒／ロ

ット中、感染種子１粒）、検出確率（β）は99％を採用し、上記ポアソン分布の式を用いて約46,000
粒／ロット要することとする。 

 

 
検出確率

（β） 
限界不良植物率（p） 

（暫定値） 
２次抽出量（n）→ 検定用

の主試料／ロット当たり 

細菌類 99％ 0.0001 約46,000粒 

 
＜Acidovorax citrulliについての検定用抽出量の検討詳細＞ 

本細菌については、これまでの検定の実績から問題なく検出できるとして限界不良植物

率（p）を基本値の0.0001から0.00015に上げ（検出確率は99％のまま）、検定用主試料

の抽出量（n）を約 30,000 粒としている。この粒数で当分の間実施し、問題がなければ、

今後、限界不良植物率（p）を徐々に上げていくことも可能と考える。 
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なお、通常ロットの検定数である約30,000粒の重量の目安は以下の通り。 
 

 
検出確率

（β） 
限界不良植物率（p） 

（暫定値） 
２次抽出量（n）→ 検定用

の主試料／ロット当たり 

本細菌 99％ 0.00015 約30,000粒 

 
なお、通常ロットの検定数である約30,000粒の重量の目安は以下のとおり。 

 

植物名 種子約30,000粒の重さ 

キュウリ 840g 

メロン 840g 

カボチャ 8,400g 

ぺポカボチャ 8,400g 

スイカ 1,500g 

 
（２）小ロットの種子検定対象の抽出量の基本的な考え方 

小ロット（同一の荷口当たりの種子数が少量の場合。例えば、規定の検定数量を確保する場合

が困難な場合）の２次抽出量については、次の考え方に基づくこととする。 
なお、小ロットの範囲とは、上記（１）で計算した２次抽出量の値が、検出対象の同一の荷口

当たりの種子の数量（検査荷口の大きさ（母集団））の10％となるまでの値の範囲とする。 
 

限界不良植物率（p） 

（暫定値） 
小ロットの範囲 

本細菌（0.00015） 約300,000粒未満 

 
よって、本細菌の宿主植物の種子については、小ロットの場合、ロット当たりの数量が約

300,000粒未満の場合、10％抽出することとする。 
なお、小量ロットの範囲の最大値である約300,000粒の重量の目安は以下の通り 

 

植物名 小量ロットの範囲の最大値である種子約300,000粒の重さ 

キュウリ 8.4 kg 

メロン 8.4 kg 

カボチャ 84 kg 

ぺポカボチャ 84 kg 

スイカ 15 kg 
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